
製造業であること
常時使用する従業員の数が21人以上

一
木材・木製品製造業の用に供する帯のこ
盤、丸のこ盤及びかんな盤

原動機の定格出力が2.25キロワット以上であること。

ニ
強化プラスチック製品の製造の用に供する
成型機

すべての規模

三

金属製品製造業、輸送用機械器具製造
業、強化プラスチック製造業又は自動車整
備業の用に供する塗装被膜施設（ 空気圧
縮機を使用するものに限る。）

原動機の定格出力が0.75キロワット以上であること。

四 穀物製粉施設 原動機の定格出力が75キロワット以上であること。

五 こんにゃく製粉施設 すべての規模

公害防止責任者　粉じん
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